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第１章 千葉県重度心身障害者(児)医療費助成につい

て 

 
 千葉県では、重度心身障害者（児）の健康と福祉の増進及び医療負担の軽減を図

るため、保険診療に係る医療費を助成する公費負担制度を実施しています。 
 

１ 事業の概要 

(1) 事業の実施主体 

  重度心身障害者（児）の居住する市町村 
 

(2) 対象者 

千葉県内に居住する重度障害者（児） 

 ・身体障害者手帳１級、２級 

・療育手帳Ⓐ、Ａの１、Ａの２ 

・精神障害者保健福祉手帳１級（令和２年８月１日から） 

ただし、６５歳以上で新たに助成対象の障害者手帳が交付された者は対象外

となります。 

※ 対象者の基準は市町村によって異なります。 

 

(3) 給付対象額 

入 院  保険診療の一部負担金額 

  通 院  保険診療の一部負担金額 

  調 剤  保険調剤の一部負担金額 

※上記には、在宅療養及び訪問看護を含みます。 
 

(4) 自己負担額 

入院１日・通院１回につき０円、２００円、３００円のいずれか 

※自己負担額は市町村により異なりますので、必ず受給券をご確認ください。 

※保険薬局での調剤については、自己負担はありません。 

  

(5) 給付方法 

現物給付方式により実施 

※受給券の有効期間は手帳の期限に合わせているため患者さんにより異なり

ます。窓口では必ず受給券の提示を求め、有効期間を確認してください。 

※受給券の提示がない場合や県外で受診した場合は、償還払いとなります。 
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２ 現物給付の流れ 

千葉県重度心身障害者（児）医療費助成における現物給付の流れは、概ね下記の

とおりとなっています。 

 

 

 

 

 

３ 他の公費負担制度との優先関係 

重度心身障害者（児）医療費助成制度は、他の公費負担制度（次頁参照）が優先

します。 
ただし、先に適用した公費負担制度に自己負担額がある場合は、当該自己負担額

について、重度心身障害者（児）医療費の助成対象となります。 
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【参考】公費負担制度一覧（抜粋） 

法律等 名称 公費番号 
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 結核患者の適正医療 １０ 
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 結核患者の入院 １１ 
生活保護法 医療扶助 １２ 
戦傷病者特別援護法 療養の給付 １３ 
戦傷病者特別援護法 更生医療 １４ 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 更生医療 １５ 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 育成医療 １６ 
児童福祉法 療育の給付 １７ 
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 認定疾病 １８ 
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 一般疾病 １９ 
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 措置入院 ２０ 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 精神通院医療 ２１ 
麻薬及び向精神薬取締法 入院措置 ２２ 
母子保健法 養育医療 ２３ 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 療養介護医療 ２４ 
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 一類感染症等 ２８ 
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 新感染症 ２９ 
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観

察等に関する法律 
 

３０ 

肝炎治療特別促事業に係る医療の給付  ３８ 
特定疾患治療研究費及び先天性血液凝固因子障害等治療費  ５１ 
児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病医療費  ５２ 
児童福祉法の措置等に係る医療の給付  ５３ 
難病の患者に対する医療等に関する法律  ５４ 
石綿による健康被害の救済に関する法律  ６６ 
児童福祉法による障害児施設医療  ７９ 

各市町村の規則・条例等 
重度心身障害者 
（児）医療 

８１ 

各市町村の規則・条例等 子ども医療 ８３ 

※「17 療育の給付」、「23 養育医療」については、重度心身障害者（児）は償還

払いとなる。
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第２章 受給券について 

 

 重度心身障害者（児）医療費助成の現物給付を行うには、市町村が発行する

受給券が必ず必要になります。医療機関の窓口では、受給券の提示を受け、  

内容を確認していただくようお願いいたします。 

 

１ 受給券の様式 
市町村によって多少異なりますが、概ね下記のとおりとなっています。 
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２ 公費負担者番号の構成 

重度心身障害者（児）医療費助成制度の公費負担者番号は、８桁の算用数字

から構成されています。 

 

8 1 1 2     
 
     事業別番号    都道府県番号 自己負担区分番号 市町村番号   検証番号 
 

事 業 別 番 号 重度心身障害者（児）医療費助成事業では「８１」を設定しています。 

都道府県番号 千葉県の番号は「１２」になります。 

自己負担区分 下記の「０」～「５」のいずれかを使用します。 

「０」・・・ 0円（県基準） 

「１」・・・300 円（県基準） 

「２」・・・  0 円（市町村独自基準） 

「３」・・・200 円（市町村独自基準） 

「４」・・・  0 円、200 円、300 円のいずれか（市町村独自基準） 

「５」・・・ 0円（市町村独自基準） 

市 町 村 番 号 千葉県内の市町村にそれぞれ２桁の番号が決められています。 

検 証 番 号 国で定めた計算式に基づいて算出される番号になります。 

 

３ 「自己負担金」欄について 

 自己負担金の表示は、以下のようになっています。 

通 院 

無料 

通院１回につき２００円 

通院１回につき３００円 

いずれか１つが記載されます。 

入 院 

無料 

入院１日につき２００円 

入院１日につき３００円 

いずれか１つが記載されます。 

保険調剤 無料  

入院時食

事療養費 
全額自己負担  

※ 「全額自己負担」とは、重度心身障害者（児）医療費助成の対象外を意味

します。窓口では法令等において定められた金額を徴収してください。 

※ 保険診療の一部負担金額が受給券に記載された自己負担金に満たない 

場合は、その金額を徴収してください。 
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第３章 医療機関における取扱いについて 

 

１ 現物給付の条件 

重度心身障害者（児）医療において現物給付ができるのは、以下の項目を全

て満たす場合に限ります。 

 ① 千葉県内の市町村から重度心身障害者（児）医療費助成受給券の交付を 

受けていること。 

 ② 千葉県内の契約医療機関及び契約保険薬局での診療及び調剤であること 

 ③ 診療及び調剤の際に、受給券と保険証を提示すること 

 

２ 自己負担額の徴収 

医療機関の窓口では、受給券に記載の自己負担額のみを徴収し、保険診療の

一部負担金額と自己負担額（０円、２００円、３００円のいずれか）の差額を、

医療機関から審査支払機関に請求していただくことになります。 

 

３ 院外処方で処方せんを交付する場合 

院外処方で処方せんを交付する場合は、処方せんの備考欄に○免または（免）

と記載してください。 
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第４章 高額療養費の取扱いについて 

 

 重度心身障害者（児）医療費助成において高額療養費に該当する場合は、重

度心身障害者（児）が加入する保険によって自己負担の徴収額が異なる場合が

ありますので、御注意ください。 

 

１ 被用者保険の場合 

被用者保険における医療費助成事業に係る高額療養費は、平成１８年厚生労

働省告示により、一律一般の所得区分（７０歳未満の場合は所得階層「ウ」）で

算定します。 
窓口での徴収額は重度心身障害者（児）医療費助成の自己負担額のみとなり

ます。 
 
 
 

 一部負担金額(２割または３割) 
   

 
 
 
 
 
 

保険給付額 
(８割または７割) 高額療養費 

保険者負担額 重心医療費 重心医療 
自己負担額 

自己負担限度額 
(一般) 

この金額のみを窓口で 
徴収してください。 
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２ 国民健康保険及び後期高齢者医療の場合 

国民健康保険及び後期高齢者医療における医療費助成事業に係る高額療養費

は、所得区分による高額療養費の算定が定められていることから、一般、上位

所得者、低所得者等の所得区分で算定します。 
 

※７０歳未満の所得階層は、【上位所得＝「ア」、「イ」】、【一般＝「ウ」】、   

【低所得＝「エ」、「オ」】となります。（調整が発生するのは上位所得と   

低所得に該当する場合です。） 

※後期高齢者医療制度の所得階層は、「現役並み所得（３割負担）」、「一般  

（１割負担）」、「区分Ⅱ（１割負担）」、（区分Ⅰ（１割負担））となります。

（調整が発生するのは、「区分Ⅱ（１割負担）」、（区分Ⅰ（１割負担）」に   

該当する場合です。） 
 
高額療養費算定が予想される場合は、予め限度額適用認定証または限度額 

適用認定証・標準負担額減額認定証の申請を行うよう重度心身障害者（児）に

案内をお願いします。 
 

① 限度額適用認定証または限度額適用認定証・標準負担額減額認定証を提示し

た場合 

  国保連合会では所得区分に応じた高額療養費を計算します。 
  窓口での徴収額は重度心身障害者（児）医療費助成事業の自己負担額のみ

となります。 
 

 
 一部負担金額(２割または３割) 

   

 
 
 
 
 
 
 

保険給付額 
(８割または７割) 高額療養費 

保険者負担額 重心医療費 重心医療 
自己負担額 

自己負担限度額 
(一般・上位所得者・低所得者等) 

この金額のみを窓口で 
徴収してください。 
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② 市町村国保の場合（限度額適用認定証を提示した場合を除く） 

  
重度心身障害者（児）の加入する保険が市町村国保の場合、一般の所得区分

により高額療養費を計算します。 
 窓口での徴収額は重度心身障害者（児）医療費助成の自己負担額のみとなり

ます。 
 
 
 

 一部負担金額(２割または３割) 
   

 
 
 
 
 

 
 
※上位所得者、低所得者、多数該当、世帯合算により高額療養費が異なっ

た場合は、後日、市町村の担当部署間で調整することになります。 

保険給付額 
(８割または７割) 高額療養費 

保険者負担額 重心医療費 重心医療 
自己負担額 

自己負担限度額 
(一般) 

この金額のみを窓口で 
徴収してください。 
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③ 県内国保組合の場合（限度額適用認定証を提示した場合を除く） 

  
重度心身障害者（児）の加入する保険が県内国保組合（医師国保組合（１２

３０１８）・歯科医師国保組合（１２３０２６）・薬剤師国保組合（１２３０３

４））の場合、一般の所得区分により高額療養費を計算します。 
 窓口での徴収額は重度心身障害者（児）医療費助成の自己負担額のみとなり

ます。 
 

 
 

 一部負担金額(２割または３割) 
   

 
 
 
 
 

 
 
※上位所得者、低所得者、多数該当、世帯合算により高額療養費が異なっ

た場合は、後日、市町村と国保組合で調整することとなります。 
 

保険給付額 
(８割または７割) 高額療養費 

保険者負担額 重心医療費 重心医療 
自己負担額 

自己負担限度額 
(一般) 

この金額のみを窓口で 
徴収してください。 
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④ 県外国保組合の場合（限度額適用認定証を提示した場合を除く） 

  
重度心身障害者（児）の加入する保険が県外国保組合（全国土木（１３３０

３３）、中央建設（１３３２６４）、全国建設（１３３２９８）のみ取扱い） 
 一般の所得区分により高額療養費を計算します。 
 窓口での徴収額は重度心身障害者（児）医療費助成事業の自己負担額と高額

療養費の金額になります。 
 
【注】高額療養費保険者負担額分と重心自己負担額分を徴収してください。 
 

 一部負担金額(２割または３割) 
   

 
 
 
 
 
 
※高額療養費は後日、被保険者から保険者に還付請求していただくことにな

ります。 
 上位所得者、低所得者、多数該当、世帯合算により高額療養費が異なっ

た場合は、後日、市町村、国保組合、被保険者間で調整することになり

ます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険給付額 
(８割または７割) 高額療養費 

保険者負担額 
重心医療費 重心医療 

自己負担額 

自己負担限度額（一般） 

この金額を窓口で 
徴収してください。 
この金額を窓口で 
徴収してください。 
この金額を窓口で 
徴収してください。 
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⑤ 後期高齢者医療の場合（限度額適用認定証を提示した場合を除く） 

 
 重度心身障害者（児）の加入する保険が後期高齢者医療の場合、保険証の負

担割合に応じて、現役並み所得区分又は一般の所得区分により高額療養費を計

算します。 
 窓口での徴収額は重度心身障害者（児）医療費助成の自己負担額のみとなり

ます。 
 

 
 一部負担金額(１割、２割または３割) 

   

 
 
 
 
 

 
 
※低所得者（区分Ⅱ及び区分Ⅰ）、多数該当、世帯合算により高額療養費が

異なった場合は、後日、市町村と千葉県後期高齢者医療広域連合で調整

することになります。 

保険給付額 
(９割、８割または 

７割) 
高額療養費 
保険者負担額 重心医療費 重心医療 

自己負担額 

自己負担限度額 
(現役並み所得又は一般) 

この金額のみを窓口で 
徴収してください。 
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〔参考事例〕 

総 医 療 費 100 万円 

入 院 日 数 10 日 

重心医療自己負担 300 円（入院 1日につき） 

所 得 階 層 一般世帯 

※ 簡略化のため食事療養費はないものとして計算。 

 

自己負担限度額 ＝ 80,100 円 ＋ （1,000,000 円 － 267,000 円）×１％ 

＝ 87,430 円 

  ※後期高齢者医療の一般世帯は 57,600 円となる。 

  

《 医療費内訳 》 

 

《 医療費内訳（後期高齢者医療） 》 

 

 

 

 

 

 

700,000 円 

保険給付額（7 割） 

300,000 円 

一部負担金額（3 割） 

 

212,570 円 

高額療養費 

保険者負担額 

87,430 円 

高額療養費の自己負担限度額 

 
84,430 円 

重心医療費 

3,000 円 

重心医療 

自己負担額 

900,000 円 
保険給付額（9 割） 

100,000 円 
一部負担金額（1 割） 

 
42,400 円 
高額療養費 

保険者負担額 

57,600 円 
高額療養費の自己負担限度額 

 
54,600 円 
重心医療費 

3,000 円 
重心医療 

自己負担額 
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この事例の場合、保険別に見た窓口徴収額は下記のとおりとなります。 

 

１ 社保、市町村国保、県内国保組合、県外国保組合（限度額適用認定証の提

示がある場合に限る）及び県内後期高齢者医療の場合 

窓口徴収額 ＝ 3,000 円（重心医療自己負担額） 

 

２ 県外国保組合の場合（限度額適用認定証の提示がない場合） 

窓口徴収額 ＝ 212,570 円（高額療養費保険者負担額）＋3,000 円（重心 

医療自己負担額）＝215,570 円 

 

なお、国民健康保険及び後期高齢者医療においては、低所得、上位所得、多

数該当、世帯合算により高額療養費が異なった場合の過誤額は、後日市町村で

調整することになります。 
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第５章 重度心身障害者（児）医療費の請求について 

１ 契約の締結について 

 重度心身障害者（児）医療費の請求にあたっては、事前に千葉県と医療機関

とで現物給付の実施に関する契約を締結する必要があります。 

 

※県は、千葉県医師会、千葉県歯科医師会及び千葉県薬剤師会と契約を締結

いたしますので、これらの団体に加入している医療機関は、契約の締結は

不要です。 

  
(１) 契約書の入手方法 

下記担当までご連絡ください。契約書を郵送いたします。 
 

(２) 契約方法 

  契約書２部に記名押印の上、２部とも下記までご送付下さい。契約締結後、

１部を返送いたします。 
 

〒２６０－８６６７ 千葉市中央区市場町１番１号 

千葉県健康福祉部障害者福祉推進課障害保健福祉推進班 重心医療担当 

TEL：０４３－２２３－２３４０ ／ FAX：０４３－２２１-３９７７ 

 

 

 

２ 重度心身障害者（児）医療費の請求先 

 重度心身障害者（児）医療費については、加入する保険が社会保険の場合、

社会保険診療報酬支払基金千葉支部に国民健康保険及び後期高齢者医療の場合

は千葉県国民健康保険団体連合会に請求していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

３ 請求の流れ 

 
 
①受給者は、受給券と被保険者証を医療機関に提示して受診します。 
 
②医療機関では、併用レセプトで医療費の保険給付額の請求と重度心身障害者

（児）医療費の請求を併せて審査支払機関に行います。 
 
③審査支払機関では、併用レセプトの内容を審査の上、重度心身障害者（児）

医療費と保険給付額を市町村と保険者に請求します。 
 
④市町村と保険者では、審査支払機関からの請求を受けて重度心身障害者（児）

医療費と保険給付額を支払います。 
 
⑤審査支払機関では、市町村と保険者からの支払を受けて医療機関に重度心身  

障害者（児）医療費と保険給付額を支払います。 
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６章 請求書等の記載要領 

 

１ 併用レセプト作成にあたっての留意点 

 

（１）医療保険と重度心身障害者（児）医療費の併用レセプトで請求します。 
 
（２）重度心身障害者（児）医療費助成に係る患者負担額が発生しない場合の

一部負担金の記載は「０円」又は「空欄」とします。 
 
（３）重度心身障害者（児）医療費助成に係る一部負担金が、１回の自己負担

金に満たない場合は、患者負担割合の額（１円単位）を記載します。 
例１：自己負担額２００円の未就学者「区分４」の１回の診療報酬（請求

点数）が９９点の場合、１９８円（１円単位）と記載します。 
例 2：自己負担額３００円の家族「区分６」の１回の診療報酬（請求点数）

が９９点の場合、２９７円（１円単位）と記載します。 
 
（４）同一日に同一医療機関で複数の診療科（歯科を除く。）を受診した場合は、

１回の診療と見なします。ただし、同一日であっても一度帰宅して、再度

受診（電話による受診を含む）した場合は、２回分を自己負担額として記

載します。なお、即日入院の場合は入院分のみを自己負担額とします。 
 
（５）重度心身障害者（児）医療費は、国の公費負担制度を優先することから、

国の公費負担制度助成額を控除した残りの額を対象とします。また、国の

公費負担制度において窓口負担額のある場合においては、その窓口負担金

を重度心身障害者（児）医療費助成の対象とします。 
 
（６）医療保険と国の公費負担医療と重度心身障害者（児）医療費の３者併用

レセプトで、医療保険と国の公費負担医療の請求点数が異なる場合は、重

度心身障害者（児）医療費の請求点数は空欄ではなく、医療保険の請求点

数を記載します。 
なお、医療保険と重度心身障害者（児）医療費の診療実日数が異なる場

合は、医療保険の請求点数ではなく、重度心身障害者（児）医療費の該当

点数を記載します。 
 
（７）重度心身障害者（児）医療費が国の公費により請求金額が生じない場合

は、記載の必要はありません。 
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医保・重度心身障害者（児）医療の２者併用

公

①

公

②

点

事例１ （未就学者）

＊ 決 定 点

点 円

０６１３２０１３

診
療
実
日
数

保

療養の給付の請求金額

療

養

の

給

付

点

公費②

81121○○○

―

公費① ○○○○○○○

300

一 部 負 担 金

①

②

日

日

日

1

保険者番号

点

円請 求 点

円

・重度心身障害者（児）医療　　７４６円　＝５２３点×２割－３００円　　　

・医療保険　　　　　　　　４，１８４円　＝５２３点×８割　　　

・重度医療自己負担額　　　　　３００円

医科
２　併用レセプトの記載事例

保

険 523



＊この事例では、重度心身障害者（児）医療費の対象とならない医療（受給者証の提示なし等）が１日あります。
　その分の医療は公費の対象となりません。

・患者窓口負担　　　　　　　　　３，５２６円　＝（４，８９９点－３，１３６点）×２割

保

一 部 負 担 金

・医療保険　　　　　　　　　　３９，１９２円　＝４，８９９点×８割　　　

・重度医療自己負担額　　　　　　　　４００円　＝２００円×２日

療養の給付の請求金額

点 点

決 定 点

・重度心身障害者（児）医療　　　５，８７２円　＝３，１３６点×２割－４００円　　　

医科

事例２

＊

3,136

０６１３２０１３

療

養

の

給

付

（未就学者）

円

400
公

②

点 点

円

3

円

公

①

19

日

日

日

2

81123○○○

請 求 点

公費②

保険者番号

4,899

○○○○○○○公費①

保

険

診
療
実
日
数

①

②

―

医保・重度心身障害者（児）医療の２者併用（異点数）



＊重度心身障害者（児）医療は、対象疾病等の制限がないので、その点数・日数は保険給付分と同じです。
　この事例では、小児慢性医療が優先するので残りの額が重度心身障害者（児）医療の適用となります。

点 円

600

・医療保険　　　　　　　　　　３９，１９２円　＝４，８９９点×８割　　　

・重度医療自己負担額　　　　　　　　６００円　＝２００円×３日

・重度心身障害者（児）医療　　　２，９２６円　＝（４，８９９点－３，１３６点）×２割－６００円　　　

―

点

０６１３２０１３

診
療
実
日
数

日公費①

点

3,136

①

②

円

公費②

・小児慢性医療　　　　　　　　　６，２７２円　＝３，１３６点×２割

0

療養の給付の請求金額

公

①

公

②

点

療

養

の

給

付 4,899

保

険

日3
日3

円決 定 点

81123○○○

一 部 負 担 金

○○○○○○○

20

請 求 点

4,899
＊

5212○○○○

保険者番号

○○○○○○○ 3保

医保・小児慢性（52）・重度心身障害者（児）医療の３者併用（異点数）

医科

事例３ （未就学者）



円

・医療保険　　　　　　　　３９，１９２円　＝４，８９９点×８割　　　

・重度医療自己負担額　　　　　　６００円　＝２００円×３日

600
円

○○○○○○○

公

②

点

決 定 点

公費①

公費②

療

養

の

給

付

＊重度心身障害者（児）医療は、対象疾病等の制限がないので、その点数・日数は保険給付分と同じです。
　この事例では、小児慢性医療が優先するので残りの額及び小児慢性医療自己負担額が重度心身障害者（児）医療の適用となり
ます。

医保・小児慢性（52）・重度心身障害者（児）医療の３者併用（異点数）

5212○○○○

保険者番号

○○○○○○○ ①

保 3
3

円一 部 負 担 金

21

請 求 点

4,899

（未就学者）

81123○○○

日

０６１３２０１３

診
療
実
日
数

点 点

日3②

4,899

・重度心身障害者（児）医療　８，６７６円　＝（４，８９９点－３，１３６点）×２割＋５，７５０円－６００円　　　

・小児慢性医療　　　　　　　　　５２２円　＝３，１３６点×２割－５，０００円

5,000

療養の給付の請求金額

点

公

① 3,136

医科

事例４

日

―

＊保

険



2

点 点

点

保

①

②

・医療保険　　　　　　　　　４，７８４円　＝５９８点×８割　　　

医科

円

保

険

請 求 点

598
一 部 負 担 金

22

・重度心身障害者（児）医療　　　８４４円　＝５９８点×２割－３５２円　　　

352
公

①

円

療

養

の

給

付

療養の給付の請求金額

＊一部負担金額が２００円に満たない場合は、その金額(１円単位）が重度心身障害者（児）医療自己負担額となります。

81123○○○

＊

点

決 定 点 円

―

公費①

（未就学者）医保・重度心身障害者（児）医療の２者併用（１日の自己負担額が２００円未満）

・重度医療自己負担額　　　　　　３５２円　＝２００円×１日＋１５２円（１日目５２２点　２日目７６点）

公

②

事例５

保険者番号

日

日
公費②

０６１３２０１３

診
療
実
日
数

○○○○○○○ 日



＊

・重度医療自己負担額　　　　　２，０００円　＝２００円×１０日

公

①

円

・医療保険　　　　　　　　２４０，０００円　＝３０，０００点×８割　

・育成医療　　　　　　　　　５０，０００円　＝３０，０００点×２割－１０，０００円(育成自己負担額）　

・重度心身障害者（児）医療　　８，０００円　＝１０，０００円－２，０００円　　　

2,000
円

10,000

23

食事療養費

・医療保険　　　　　　　　　１１，４００円　＝１９，２００円－７，８００円

公

①

療養の給付の請求金額

・患者負担　　　　　　　　　　７，８００円　＝標準負担額　　　

・育成医療自己負担額に対して重度心身障害者（児）医療が適用されます。
　育成医療自己負担額に重度医療自己負担額を控除した額が重度【心身障害者（児）医療費となり、
　患者さんは、重度医療自己負担額のみを窓口で負担することとなります。

・食事療養費は、育成医療及び重度心身障害者（児）医療の対象とならないため標準負担額が患者負担となりま
す。

療

養

の

給

付

30,000

点

保

険

公

②

点

点 点

日間

81123○○○

２４年　３月　１日

病 診

＊ 決 定 点

入院年月日

―

公費① 1612○○○○

請 求 点

公費②

円

負 担 金 額 食

事

・

生

活

療

養

円

90

円

（標準負担額） 円

7,800
請 求 円

×

×

×

日間

日間

保

険

円 円 円

決 定 円

19,200

公

②

円

        0       0

        0       0

○○○○○○○

日

① 日

保 10診
療
実
日
数

○○○○○○○

入

院 92　特定入院料・その他

90　入院基本料・加算 点

日間×

×

日間

保険者番号 ０６１３２０１３

②

医科

（未就学者）事例６ 医保・育成医療（16）・重度心身障害者（児）医療の３者併用

日



医保・難病医療（限度額5,000円）・重度心身障害者（児）医療（200円/日）の３者併用

診
療
実
日
数

保

①

診

請 求 点

日間

医科

（未就学者）

日間

日間

日間

○○○○○○○

保険者番号 ０６１３２０１３

90

入

院 92　特定入院料・その他

90　入院基本料・加算 点

日間×

日

○○○○○○○
②

10 日

日

円回

0

19,200
円

円 円公

②

円

7,800

0

円

7,800
円

回

円

決 定 点 円

点 公

①5,000

―

公費①

入院年月日

54125○○○

公費② 81123○○○

×

請 求 円負 担 金 額
保

険

２４年　３月　１日

食

事

・

生

活

療

養

10

点

×

×

×

点

事例7

公

②

保

険 30,000
＊

病

2,000

・重度心身医療　　　　　３，０００円　＝５，０００円－２，０００円　　　

療養の給付の請求金額

療

養

の

給

付

決 定 円

19,200

・難病医療　　　　　　５５，０００円　＝３０，０００点×２割－５，０００円(難病医療自己負担額）　

円

24

食事療養費

・医療保険　　　　　　１１，４００円　＝１９，２００円－７，８００円

・重度心身障害者（児）医療　　　０円　　　　

・難病医療　　　　　　　３，９００円　＝７,８００（標準負担額）×１/２　　　

・患者負担額　　　　　　３，９００円　＝７,８００（標準負担額）×１/２　　　　

0

・難病医療自己負担額に対して重度心身障害者（児）医療が適用されます。
　難病自己負担額に重度心身自己負担額を控除した額が重度心身障害者（児）医療費となり、
　患者さんは、重度医療自己負担額のみを窓口で負担することとなります。

10

回点

公

①

・患者負担額　　　　　　２，０００円　＝２００円×１０日（重度医療自己負担額）

・医療保険　　　　　２４０，０００円　＝３０，０００点×８割　



・医療保険　　　　　２４０，０００円　＝３０，０００点×８割　

0

・難病医療自己負担額に対して重度心身障害者（児）医療が適用されます。
　難病自己負担額に重度心身自己負担額を控除した額が重度心身障害者（児）医療費となり、
　患者さんは、重度医療自己負担額のみを窓口で負担することとなります。

10

回点

公

①

・患者負担額　　　　　　３，０００円　＝３００円×１０日（重度医療自己負担額）

25

食事療養費

・医療保険　　　　　　１１，４００円　＝１９，２００円－７，８００円

・重度心身障害者（児）医療　　　０円　　　　

・難病医療　　　　　　　　　　　０円　　　　

・患者負担額　　　　　　７，８００円　＝７,８００（標準負担額）　　　　

・重度心身医療　　　　　７，０００円　＝１０，０００円－３，０００円　　　

療養の給付の請求金額

療

養

の

給

付

決 定 円

19,200

・難病医療　　　　　　５０，０００円　＝３０，０００点×２割－１０，０００円(難病医療自己負担額）　

事例8

公

②

保

険 30,000
＊

病

―

公費② 81121○○○

×

×

２４年　３月　１日

点

90

入

院

10

回

円

決 定 点

公費①

入院年月日

54126○○○

点

円

点 公

①10,000

食

事

・

生

活

療

養3,000
円

負 担 金 額
保

険

0

円

0
円円 円

円

7,800
請 求 円

公

②

円回

0

0
円

日

○○○○○○○
②

10 日

日

92　特定入院料・その他

90　入院基本料・加算 点

日間×

×

×

医科

（未就学者）

日間

日間

日間

○○○○○○○

保険者番号

請 求 点

日間

医保・難病医療（限度額10,000円）・重度心身障害者（児）医療（200円/日）の３者併用

診
療
実
日
数

保

①

診

０６１３２０１３



点

※ 点

・重度心身障害者（児）医療　　　　８４６円　＝５２３点×２割－２００円　　　

・重度医療自己負担額　　　　　　　２００円

※

一部負担
金額

円

療養の給付の請求金額

円200

合計

決定

・医療保険　　　　　　　　　　４，１８４円　＝５２３点×８割　　　

点

円

523

26

診
療
実
日
数

1

摘

要

公費①

請求

○○○○○○○

点

②

―

81123○○○

（未就学者）

歯科

事例9

保険者番号

日

日①

保

日

高額療養費

医保・重度心身心身障害者（児）医療の２者併用

決定

患者負担額
（公費）

※

公費分
点数

０６１３２０１３



点

※ 点

・医療保険　　　　　　　　４，７８４円　＝５９８点×８割　　　

保険者番号

○○○○○○○

合計 598

療養の給付の請求金額

歯科

（未就学者）

2

０６１３２０１３

診
療
実
日
数

保

①

②

日

日

※ 点

日

点

高額療養費

決定

一部負担
金額

27

※ 円

・重度心身障害者（児）医療　　８４４円　＝５９８点×２割－３５２円　　　

・重度医療自己負担額　　　　　３５２円　＝２００円×１日＋１５２円（１日目５２２点　２日目７６点）

円

請求公費分
点数

事例10

81123○○○

―

公費①

医保・重度心身障害者（児）医療の２者併用（１日の自己負担額が２００円未満）

＊一部負担金額が２００円に満たない場合は、その金額(１円単位）が重度心身障害者（児）医療自己負担額となります。

円

決定

患者負担額
（公費） 352



・医療保険　　　　　　　　　　　４，１８４円　＝５２３点×８割　　　

・重度心身障害者（児）医療　　　１，０４６円　＝５２３点×２割　　　

＊一部負担金については、省略（空欄）でも差し支えありません。

点

調剤基本料 点 時間外等加算 点 薬学管理料

日

点

調剤

日

点点

点 点
公

①

公

②

点

点

療養の給付の請求金額

療

養

の

給

付

事例11 （未就学者）

点 円

点

＊

点

円

①

②

公費②

8112○○○○

―

公費①

請 求 点 円

保険者番号

　医保・重度心身障害者（児）医療の２者併用

日

０６１３２０１３

1○○○○○○○

一 部 負 担 金決 定 点

診
療
実
日
数

保

28

保

険 523
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千葉県重度心身障害者(児)医療費助成の手引き（医療機関用）Q&A 
1 重度心身障害者（児）医療費の自己負担金について 
問 1 保険診療の一部負担金が重度心身障害者（児）医療費自己負担金（300

円等）に満たない場合は、窓口で徴収する金額はどうなるのですか。 
答 1 一部負担金額を徴収してください。例えば、一部負担金額が 174 円の

場合、170 円を窓口で徴収してください。（健康保険法第 75 条の規定に

より 10 円未満は四捨五入してください。） 
ただし、審査支払機関に請求する際作成するレセプトには、1 円単位ま

で記載することになりますので、御注意ください。 
問 2 1 日のうち同一の保険医療機関に 2 回受診（電話による受診を含む。）

した場合、重度心身障害者（児）医療自己負担金はどのようになるのです

か。 
答 2 重度心身障害者（児）医療自己負担金は、入院外は 1 回ごとに徴収しま

すので、2 回分を自己負担していただきます。 
問 3 旧総合病院で複数回受診した場合、重度心身障害者（児）医療自己負担

金はどのようになるのですか。 
答 3 旧総合病院での重度心身障害者（児）医療自己負担金は、一医療機関と

みなし、主たる診療科のみ（初診、再診料を算定する診療科）徴収しま

す。ただし、歯科は除きます。 
問 4 1 日のうち複数の保険医療機関（歯科を含む。）に受診した場合、重度

心身障害者（児）医療自己負担金をどのようになるのですか。 
答 4 保険医療機関ごとに自己負担金を徴収します。ただし、保険調剤は無料

となります。 
問 5 同一の保険医療機関に通院で受診し、帰宅後、傷病の悪化により入院し

た場合の重度障害者（児）医療自己負担金はどのようになるのですか。 
答 5 重度心身障害者（児）医療自己負担金は、入院 1 日につき、通院は 1 回

につき徴収することになるので、それぞれにおいて、自己負担金を徴収

します。ただし、即日入院の場合は入院分のみを徴収します。 
問 6 細菌感受性検査で未来院の場合、重度心身障害者（児）医療自己負担金

はどのようになるのですか。 
答 6 未来院の場合でも、患者からは自己負担金を徴収してください。 
問 7 他の公費負担制度がある場合、重度心身障害者（児）医療自己負担金は

どのようになるのでしょうか。 
答 7 重度心身障害者（児）医療は、他の公費負担制度を優先させることか

ら、他の公費負担制度助成額の自己負担額を対象とします。したがって、
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他の公費負担制度において窓口負担額のある場合においては、その窓口

負担金を重度心身障害者（児）医療の対象とし、重度心身障害者（児）医

療の自己負担金のみを徴収することになります。 
問 8 訪問看護において、訪問看護プランに基づき１日に複数回訪問した場

合、重度心身障害者（児）医療自己負担金はどのようになるのですか。 
答 8 訪問看護において、訪問看護プランに基づき１日に複数回訪問した場

合、重度心身障害者（児）医療自己負担金は、１回分のみを徴収すること

になります。 
 
2 受給券について 
問 1 月途中で A 市から B 市に転居した場合、受給券はどのような取扱いに  

なるのですか。 
答 1 転出先の B 市では、転居月の翌月に受給券を交付します。 
  よって、当月は、A 市に居住していた期間のみが現物給付の対象となり、

B 市転出後で B 市発行の受給券の有効期間の始期までにかかった医療

は、償還払いの対象となります。 
問 2 受給券の有効期間はどうように設定されていますか。 
答 2 市町村では、例年 8 月に受給券の更新を行っているため、原則として、

受給券の有効期間は 7 月 31 日までとなっております。 
問 3 重度心身障害者（児）医療費助成受給券と保険証は受診ごとに確認する

のですか。 
答 3 原則として、受診ごとに確認していただくようお願いします。 
  特に、受給券が更新される 8 月は、公費負担者番号が変更になる可能性

があるので、御注意ください。 
問 4 受給券の自己負担欄に「全額自己負担」と記入されている場合は、どの

ように取り扱うのですか。 
答 4 「全額自己負担」と記入されている場合は、重度心身障害者（児）医療

の対象とならないことになります。よって、通常どおり保険診療の一部

負担金を窓口で徴収してください。なお、その場合、重度心身障害者（児）

医療費の請求は不要です。 
 
3 重度心身障害者（児）医療費の請求について 
問 1 重度心身障害者（児）医療費の請求はどこに、どのように行うのです

か。 
答 1 重度心身障害者（児）医療費の請求は、加入している保険が国民健康  
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保険、後期高齢者医療である場合は、千葉県国民健康保険団体連合会に、

社会保険の場合は、社会保険診療報酬支払基金千葉支部に、医療保険と  

公費（重度心身障害者（児）医療費）の併用レセプトにより行っていただ

きます。 
問 2 重度心身障害者（児）の加入する保険者の所在地は、千葉県外でも問題

ありませんか。 
答 2 千葉県外の保険（市町村国保、国保組合、後期高齢者医療）に加入して

いる場合は、現物給付の対象外となります。※受給券の発行はありませ

ん。 
ただし、全国の国保組合で「全国土木建築国民健康保険組合」、「中央建

設国民健康保険組合」及び「全国建設工事業国民健康保険組合」に加入し

ている場合は、例外的に現物給付の対象となります。 
※ 対象となる全国の国保組合の場合、高額療養費分を窓口で徴収して 

いただくこととなります。詳しくは「第 4 章 高額療養費の取扱いに

ついて」を御参照ください。 
問 3 県外の医療機関を受診し発行された処方箋には公費負担者番号が記載

されていないが、県内の医療機関で発行された処方箋と同様に、県内の

保険調剤薬局において、重度心身障害者（児）医療費を請求することはで

き  ますか。 
答 3 県外の医療機関で発行された処方箋を御提示された場合は、受給券に 

より公費負担者番号等の受給者資格を御確認いただき、県内の医療機関

を受診し発行された処方箋と同様に重度心身障害者（児）医療費を請求

してください。 
 
4 その他 
問 1 重度心身障害者（児）医療費助成事業では、市町村によって所得制限を

設けているが、具体的にはどういうことを意味するのですか。 
答 1 市町村が所得制限を設けている場合、重度心身障害者（児）の同一保険

世帯の所得が一定の額を超えるときは、重度心身障害者（児）医療費助成

の対象とならず、受給券も発行されません。 
   なお、所得制限の判定は、受給券を発行する際に市町村が行いますの

で、医療機関の窓口では、受給券の提示があった場合のみ現物給付の取

扱いをしていただきますようお願いします。 
問 2 現在使用しているレセプト電算処理システムは、自己負担区分を入力

することにより、自動的に自己負担金が算定される仕様となっているの
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で、自己負担区分「4」についても同様に自動算定できるようにしたいと

考えているが、市町村別に金額を設定してしまっても問題ないでしょう

か。 
答 2 市町村が自己負担金を変更した場合、自己負担区分「4」の金額も変更

になるため、市町村別に金額を設定した場合には、その都度電算システ

ムの修正が必要となる可能性があります。 
   このため、受給券に記載された金額を見てから入力する又は選択する 

などの仕様にしていただくことをお勧めします。 
 
 
 



番号 市町村名 課名 室・班・係名 電話番号 内線 FAX番号 郵便番号 住所

1 千葉市 障害者自立支援課 給付班 043-245-5175 2656 043-245-5549 260-8722 千葉市中央区千葉港1-1

2 銚子市
社会福祉課
障害支援室

給付事業班 0479-24-8968 556 0479-25-0277 288-8601 銚子市若宮町1-1

3 市川市 障がい者支援課 給付班 047-334-1111 3294 047-712-8512 272-8501 市川市八幡1-1-1

4 船橋市 障害福祉課 給付事業係 047-436-2308 047-433-5566 273-8501 船橋市湊町2-10-25

5 館山市 社会福祉課 社会福祉係 0470-22-3492 0470-23-3115 294-8601 館山市北条1145-1

6 木更津市 障がい福祉課 障がい給付係 0438-23-8514 530 0438-25-1213 292-8501
木更津市朝日3－10－19
木更津市役所朝日庁舎

7 松戸市 障害福祉課 給付班 047-366-7348 5413 047-366-7613 271-8588 松戸市根本387-5

8 野田市 障がい者支援課 障がい者福祉係 04-7125-1111 2118 04-7123-1095 278-8550 野田市鶴奉7-1

9 茂原市 障害福祉課 障害福祉係 0475-20-1666 6213 0475-20-1610 297-8511 茂原市道表1番地

10 成田市 障がい者福祉課 障がい支援係 0476-20-1539 0476-24-2367 286-8585 成田市花崎町760

11 佐倉市 障害福祉課 医療支援班 043-484-1111 2226 043-484-1742 285-8501 佐倉市海隣寺町97

12 東金市 社会福祉課 障がい福祉係 0475-50-1167 0475-50-1232 283-8511 東金市東岩崎1-1

13 旭市 社会福祉課 障害福祉班 0479-62-5351 146 0479-62-5892 289-2595 旭市ニの1920番地

14 習志野市 障がい福祉課 給付係 047-453-9206 047-453-9309 275-8601 習志野市鷺沼2-1-1

15 柏市 障害福祉課 手帳・給付担当 04-7167‐1111 420 04-7167‐0294 277-8505 柏市柏5-10-1

16 勝浦市 福祉課 障害福祉係 0470-73-6619 0470-73-4283 299-5292 勝浦市新官1343番地の1

17 市原市 障がい者支援課 給付係 0436-22-1111 5283 0436-22-3325 290-8501 市原市国分寺台中央1丁目1番地

18 流山市 障害者支援課 障害福祉係 04-7150-6081 04-7158-2727 270-0192 流山市平和台1-1-1

19 八千代市 障害者支援課 給付班 047-483-1151 3236 047-483-2665 276-8501 八千代市大和田新田312-5

20 我孫子市 障害福祉支援課 計画・給付担当 04-7185-1111 391 04-7183-1158 270-1192 我孫子市我孫子1858番地

21 鴨川市 福祉課 障害福祉係 04-7093-7112 207 04-7093-7115 296-0033 鴨川市八色887-1

22 鎌ケ谷市 障がい福祉課 庶務係 047-445-1141 739 047-443-2233 273-0195 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1

23 君津市 障害福祉課 給付係 0439-56-1148 1148 0439-56-1220 299-1192 君津市久保2-13-1

24 富津市 社会福祉課 社会福祉係 0439-80-1258 3260 0439-80-1355 293-8506 富津市下飯野2443

25 浦安市 障がい福祉課 障がい給付係 047-712-6394 047-355-1294 279-8501 浦安市猫実1-1-1

26 四街道市 障害者支援課 給付係 043-421-6122 043-421-2676 284-8555 四街道市鹿渡無番地

27 袖ケ浦市 障がい者支援課 給付班 0438-62-3199 0438-63-1310 299-0292 袖ケ浦市坂戸市場1番地1

28 八街市 障がい福祉課 給付班 043-443-1649 043-443-1742 289-1192 八街市八街ほ35番地29

29 印西市 障がい福祉課 給付係 0476-33-4639 263 0476-42-0381 270-1396 印西市大森2364-2

30 白井市 障害福祉課 給付班 047-497-3483 5336 047-492-3033 270-1492 白井市復1123

31 富里市 社会福祉課 障害福祉班 0476-93-4192 388 0476-93-2215 286-0292 富里市七栄652-1

32 南房総市 社会福祉課 障害福祉係 0470-36-1151 706 0470-36-1133 294-8701 南房総市谷向100

33 匝瑳市 福祉課 障害福祉班 0479-73-0096 2407 0479-72-1116 289-2198 匝瑳市八日市場ハ793-2

34 香取市 社会福祉課 障がい者支援班 0478-50-1252 2437 0478-55-1885 287-8501 香取市佐原ロ2127

35 山武市 社会福祉課 障がい福祉係 0475-80-2614 2615 0475-80-2650 289-1392 山武市殿台296

36 いすみ市 福祉課 社会・障害福祉班 0470-62-1117 244 0470-63-1252 298-8501 いすみ市大原7400番地1

37 大網白里市 社会福祉課 障がい福祉班 0475-70-0337 1103 0475-72-8454 299-3292 大網白里市大網115-2

38 酒々井町 健康福祉課 福祉班 043-496-1171 135 043-496-4541 285-8510 印旛郡酒々井町中央台4-11
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39 栄町 福祉・子ども課 障害者福祉班 0476-33-7707 0476-80-1358 270-1592 印旛郡栄町安食台1-2

40 神崎町 保健福祉課 福祉係 0478-72-1603 0478-72-1605 289-0221 香取郡神崎町神崎本宿96

41 多古町 保健福祉課 福祉係 0479-76-3185 0479-76-3185 289-2241 香取郡多古町多古2848

42 東庄町 健康福祉課 福祉係 0478-79-0910 0478-80-3112 289-0612 香取郡東庄町石出2692-4

43 九十九里町 社会福祉課 社会福祉係 0475-70-3162 0475-76-7541 283-0195 山武郡九十九里町片貝4099

44 芝山町 福祉保健課 福祉係 0479-77-3914 0479-77-0871 289-1692 山武郡芝山町小池992

45 横芝光町 福祉課 障害福祉班 0479-84-1257 1631 0479-84-2713 289-1793 横芝光町宮川11902

46 一宮町 福祉健康課 福祉班 0475-42-1431 0475-40-1056 299-4396 長生郡一宮町一宮2457

47 睦沢町 福祉課 福祉班 0475-44-2504 142 0475-44-2527 299-4492 睦沢町下之郷1650-1

48 長生村 福祉課 障がい者支援係 0475-32-6810 530 0475-32-6812 299-4394 長生郡長生村本郷1-77

49 白子町 健康福祉課 福祉係 0475-33-2113 0475-33-4132 299-4292 長生郡白子町関5074-2

50 長柄町 健康福祉課 福祉係 0475-35-2414 144 0475-35-2459 297-0298 長生郡長柄町桜谷712

51 長南町 保健福祉課 福祉介護係 0475-46-2116 0475-46-1214 297-0192 長生郡長南町長南2110

52 大多喜町 健康福祉課 社会福祉係 0470-82-2168 0470-82-4461 298-0292 夷隅郡大多喜町大多喜93

53 御宿町 保健福祉課 福祉介護班　福祉係 0470-68-6716 0470-68-7182 299-5192 夷隅郡御宿町須賀1522

54 鋸南町 保健福祉課 福祉支援室 0470-50-1172 16 0470-50-4148 299-1902 安房郡鋸南町保田560



【問い合わせ先】 

 
重度心身障害者（児）医療給付改善事業について 
千葉県健康福祉部障害者福祉推進課障害保健福祉推進班  
住所：郵便番号260-8667 千葉市中央区市場町1番1号 
電話：043 - 223 - 2340  FAX：043 - 221 -3977 

 

重度心身障害者（児）医療費の請求について 
 各市町村重度心身障害者（児）医療費助成担当課 
 


